
 
 

１ 分権型社会の実現 

 

１ 地方分権改革の推進 

（提案要求先 内閣府・総務省・財務省） 

（都所管局 総務局・財務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

地方分権改革は、地域の実情に応じ、地方自治体が自らの判断と責任において、自主的・

自立的な行財政運営を行い、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することにより、国

民生活の向上を図るものである。 

これまで二次にわたる地方分権改革において、いわゆる義務付け・枠付けの見直しや事

務権限の移譲が行われ、平成 26年度に導入された「提案募集方式」においても、地方から

の提案に対する国としての対応方針が示され、今国会へ第五次一括法案が提出された。 

一方で、依然として、地方自治体が条例で定める基準の内容を国が法令で拘束する、い

わゆる「従うべき基準」が存在しているほか、権限に見合った財源が不可欠であるにもか

かわらず、国と地方の税収比率が歳出比率に見合ったものになっていないといった課題も

ある。また、「提案募集方式」についても、地方分権改革推進のためのプラットフォーム

として一層有効に機能させていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）世界の大都市の先進モデルとなる持続的発展が可能な都市の実現に向けて、自らの

判断と責任により主体的に施策を推進できるよう、国からの権限移譲や義務付け・枠

付けの見直しを行うこと。また、「従うべき基準」については、三次にわたる一括法

の附則の規定を踏まえ、真に必要なものに限定すること。 

（２）「提案募集方式」については、第四次一括法の附帯決議も踏まえ、地方自治体から

の提案を尊重し、政府全体でその実現に向けた取組を強力に推進すること。 

提案の検討に当たっては、支障事例の有無等のほか、既存事務との一体的処理によ

る効率性、課題発生の未然防止効果、国と地方の役割分担等の観点も重視すること。 

さらに、対応方針において、「検討を行う」とされた提案については、地方自治体

 

（１）世界一の都市・東京の実現に向けた先進的な取組を推進できるよう、

都の権限・責任を拡大すること。 

（２）「提案募集方式」について、地方分権改革推進のためのプラットフォ

ームとして一層有効に機能させること。 

（３）権限とそれに見合う財源とを一体として移譲するとともに、地方税財

源の充実・強化を図ること。 



 
 

に対して検討状況等を情報提供しながら、実現に向けてフォローアップを確実に行う

こと。 

なお、法改正に伴う政省令の整備に当たっては、条例制定等に必要な期間を確実に

確保できるよう、速やかに行うこと。 

（３）権限とそれに見合う財源とを一体として移譲するとともに、最終支出ベースにおけ

る国と地方の比率と、税源配分における国と地方の比率との乖離を解消し、地方が担

うべき事務・権限に見合うよう、地方税財源を充実・強化すること。 

法律に基づく基礎自治体への権限移譲に当たっては、国は地方交付税の不交付団体

や特別区を含め、全ての区市町村に対し、必要な財源を確実に措置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

２ 地方分権に資する地方税財政制度の抜本的改革の推進  

（提案要求先 内閣府・総務省・財務省） 

(都所管局 財務局・総務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 
 真の地方自治は、地方自治体が自らの権限と財源に基づき、主体的に行財政運営を行う

ことで初めて実現できるものである。 
 そのためには、国から地方への権限移譲、国の手続的関与の廃止・縮小等と併せて、国

と地方の税財政制度を抜本的に見直し、一層の地方分権を進める必要がある。 
 地方分権改革を進めることに伴い、地方の役割が更に高まることは明らかであるが、改

めて必要なことは、自立した地方が地域の課題に自主的に取り組めるよう、地方自治体の

課税権や受益と負担の関係などを踏まえ、権限に見合った財源を確保することである。 
 平成２６年度税制改正では、消費税率が引き上げられたが、法人事業税の暫定措置の復

元は一部にとどまるとともに、地方の重要な基幹税である法人住民税の一部が地方法人税

として国税化され、地方交付税の原資とされた。さらに、消費税率１０パーセント段階で

は、地方法人特別税を廃止するとしたものの、他の偏在是正措置を講ずるなど幅広く検討

を行うこととされ、さらに、地方法人税の拡大を行うこととされた。こうした偏在是正措

置の拡大は、地方の自主財源である地方税の拡充につながらず、これまで着実に進めてき

た地方分権の推進に対して逆行するものである。 
地方の役割を十分に踏まえた地方税財政制度の構築に向けては、地方消費税の充実を含

めた地方税源の拡充に加え、地方交付税の財源保障機能と財源調整機能を適切に発揮させ

るため、必要かつ十分な地方交付税総額を確保する必要がある。また、その手法について

も、法人住民税の地方交付税原資化のような手法ではなく、総体としての地方の税財源を

充実強化する方向で改革を進めていくべきである。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）地方の真の自立を確立するため、地方が担う事務と責任に見合うよう、国から地方

への税源移譲を推進し、地方税源の拡充を図ること。また、安定的な財源である地方

（１）地方税財政制度の抜本的改革を、地方分権に資するよう、早急に実

現すること。 

（２）地方消費税の充実を含めた地方税源の拡充を図るとともに、地方の

自立につながる、地方税体系を構築すること。 

（３）地方の実態を踏まえた、必要かつ十分な地方交付税総額を確保する

こと。 



 
 

消費税について、税率を引き上げること。 
（２）税制の見直しに際しては、地方税の応益原則や地方法人課税の税源涵養インセンテ

ィブを最大限尊重するとともに、地方分権に資する地方税体系を構築すること。受益

と負担という地方税の原則を無視した地方間の水平的財政調整については、行わない

こと。 
（３）地方の実態を踏まえ、適正な財政需要に基づく、必要かつ十分な地方交付税総額を

確保するとともに、地方交付税の財源保障機能と財源調整機能を堅持すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

（提案要求先 総務省・財務省） 
（都所管局 財務局・総務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 
平成２０年度税制改正において、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間

の暫定措置として導入された、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税については、平成

２６年４月に消費税率が引き上げられ、暫定措置創設時に予定していた地方消費税及び地

方交付税原資の充実が実現したにもかかわらず、平成２６年度税制改正における法人事業

税への復元は、一部に止まることとなった。この暫定措置は、地方の重要な基幹税である

法人事業税の一部を国税化し、地方に配分するものであるが、そもそも法人事業税は、法

人の事業活動と地方自治体の公共サービスとの幅広い受益関係に着目した税であり、これ

を国が他地域に再配分することは、受益と負担の観点から見て不合理であるばかりか、憲

法の定める地方自治を国自ら侵害することに他ならない。 
また、地方消費税の引上げにより、地方交付税の不交付団体には需要を超える税収増が

生じ、地方団体間の財政力格差が拡大するとの論から、平成２６年度税制改正において、

法人住民税の一部が地方法人税として国税化され、その税収は地方交付税原資に繰り入れ

られることとなった。 
消費税率１０パーセント段階においては地方法人特別税を廃止するとしたものの、現行

制度の意義や効果を踏まえて他の偏在是正措置を講ずるなど関係する制度について幅広く

検討すること、また、地方法人税の拡大を行うこととされ、平成２８年度以後の税制改正

において具体的な結論を得ることとされた。 
これらの措置は、地方の自主財源である地方税の拡充につながらないばかりか、地方の

税源涵養インセンティブを損ない自主的な努力を阻害するものであり、これまで着実に進

めてきた地方分権の流れに大きく逆行する措置である。そのため、こうした不当な偏在是

正措置は速やかに廃止し、地方税へ復元されなければならない。 
現下の都政には、日本全体を牽引する施策を積極的に展開するとともに、２０２０年の

オリンピック・パラリンピックを見据え、東京の魅力を一層高めていくことが求められて

いる。同時に、都民の安全・安心を確保するため、防災力の高度化に向けたハード・ソフ

２ 都市の財源を狙い撃ちした偏在是正措置の廃止及び

地方税への復元 

（１）法人事業税の不合理な暫定措置を確実に廃止し、法人事業税として

復元すること。 

（２）地方法人税は速やかに撤廃し、法人住民税に復元すること。 

（３）都市の財源を狙い撃ちした他の偏在是正措置の導入は行わないこと。 



 
 

ト両面での取組、急速に進展する少子高齢化への対応など、喫緊の課題に果敢に取り組ん

でいかなければならない。このような状況で東京の財源が不当に吸い上げられれば、東京

の活力が削がれるばかりでなく、我が国全体にとって利益とならない。 
こうした中、地方財源の不足に対しては、地方消費税の拡充や地方交付税の法定率の引

上げなど、総体としての地方税財源の充実強化で対応すべきであり、都市の財源を奪う他

の偏在是正措置を講ずるべきではない。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）不合理な手段で東京の財源を奪う法人事業税の暫定措置は、消費税率１０パーセン

トへの引上げを待つことなく、速やかに廃止し、法人事業税として復元すること。 
（２）地方法人税は速やかに撤廃し、法人住民税に復元すること。 
（３）都市の財源を狙い撃ちした他の偏在是正措置の導入は行わないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

３ 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及

び代替財源の確保 
 

（提案要求先 総務省・財務省） 
（都所管局 財務局・総務局・主税局） 

 
＜現状・課題＞ 
平成２７年度税制改正において、成長志向に重点を置いた法人税改革として法人実効税

率の引下げが行われ、平成２８年度の法人実効税率は３１．３３パーセントとなった。さ

らに、平成２８年度以降の税制改正において２０パーセント台まで引き下げることを目指

すとされたが、その代替財源は未だ明らかにされていない。 
地方自治体は産業振興、雇用対策、警察・消防のほか社会資本の整備など多くの行政サ

ービスを担うとともに、国の成長戦略とも連動しながら、地方独自の施策を展開すること

で、日本経済再生に取り組んでいる。地方法人課税は企業の生産活動を支えるこれらの公

共サービスに必要な財源を賄うため、法人に応分の負担を求めるものであり、地方の重要

な基幹税として不可欠なものである。 
法人実効税率の引下げは、日本の国際競争力の強化に資するものと考えられるが、こう

した地方自治の原則を踏まえれば、実効税率の引下げは国の責任において対応すべきであ

り、全ての地方自治体の歳入に影響を与えることのないよう、国の責任において確実に代

替財源を確保すべきである。 
 
＜具体的要求内容＞ 
法人実効税率の引下げに当たっては、国の責任において税率を引き下げることとし、税

率引下げにより地方自治体が減収となる場合には代替財源を確実に確保し、全ての地方自

治体の歳入に影響を与えることのないようにすること。

法人実効税率の引下げに当たっては、国の責任において税率を引き下げ

ることとし、全ての地方自治体の歳入に影響を与えることのないようにす

ること。 



 
 

４ 財政上の不合理な措置の是正 

 

        （提案要求先 総務省・財務省） 

        （都所管局 財務局・主税局） 

 
＜現状・課題＞ 

（１）地方揮発油譲与税の譲与制限等、地方交付税の不交付を理由とする財源調整等の措

置を受けている。 

（２）大公使館、領事館の用に供する固定資産等で派遣国の所有に係るものについては、

固定資産税及び都市計画税が非課税とされ、地方自治体はその分の税収減を余儀なく

されている。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）地方交付税の不交付を理由とする財源調整等を廃止すること。 

① 地方揮発油譲与税の譲与制限 

② 国庫補助金における財政力に応じた調整措置 

（２）大公使館、領事館等に対する非課税措置により減収となっている固定資産税、都市

計画税相当分を補填すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在都が受けている、極めて不合理な措置について、地方税財政制度の

抜本的見直しを待つまでもなく、速やかに是正すること。 



 
 

 

（提案要求先 総務省） 

（都所管局 財務局・総務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

現行制度では、地方税収入は、還付金控除前の、いわばグロスの収入額が一般会計に編

入されているが、これには次のような問題がある。 

① 過誤納金等の収入を一般経費の財源としていること。 

② 還付金を一般会計予算に計上して支出するときは、予算上の制約から迅速な還付に支

障が生ずること。 

一方、国では、①・②の問題に対処するため、昭和 29年度に国税収納金整理資金制度を

創設した。それ以降、国税収入等はいったん歳入歳出外として同整理資金に受け入れ、そ

こから還付金等を控除した額を一般会計又は特別会計に組み入れている。これによって、

国税の還付金は、その財源が同整理資金に留保され、そこから支払われるので、歳出予算

に制約されずに支払うことができるようになっている。 

そこで、地方税についても、各地方団体の実状に合わせ、国税と同様の扱いができるよ

うに、地方税収納金整理資金制度を創設すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地方税収入の経理の合理化と、過誤納金の還付金等の支払に関する事務処理の円滑化を

図るため、国税における国税収納金整理資金制度と同様の制度を創設すること。

５ 地方税収納金整理資金制度の創設 

地方税収納金整理資金制度を創設すること。 



 

 

（提案要求先 総務省） 

（都所管局 主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

法人事業税の分割基準は、これまでに幾度も大都市に不利益な改正が行われてきており、

法人の事業活動量を適切に反映したものとなっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）法人事業税の分割基準を、従業者数など法人の都道府県ごとの事業活動量を適切に

反映したものとすること。 

 

（２）平成２７年度与党税制改正大綱では、外形標準課税の更なる拡大を検討する際に、

分割基準等について検討するとされているが、地方団体間の財源調整の手段として、

地方法人課税の分割基準の見直しを行うなど、税制の姿を歪める不合理な改正は行わ

ないこと。 

 

 

６ 法人事業税の分割基準の適正化等 

（１）大都市にとって不利益となっている分割基準の適正化を図ること。 

（２）不合理な分割基準の見直し等を行わないこと。 
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